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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名

業 者 名 住 所

（有）川村総合建設 高知県室戸市領家７２８－１

２．指名停止措置期間

平成２７年 ８月２８日 から 平成２７年 ９月１０日 ２週間

３．指名停止措置の範囲

四国地方整備局管内

４．事実概要

本件については、（有）川村総合建設が、平成２６年１０月８日、平成２５年度室戸市新火葬場建

築主体工事現場において、作業員が足場を組み立て中に、転落し死亡した事故に関し、墜落により労

働者に危険を及ぼす恐れがあったにもかかわらず、作業を指揮する者を指名してその者に直接作業を

指揮させ、あらかじめ作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知していなかったとして、

平成２７年２月１２日付けで安芸簡易裁判所から労働安全衛生法違反で罰金の略式命令を受けたもの

である。

５．指名停止措置理由

上記事実については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第１第８号の措置要件に

該当する。

本件については、指名停止２週間とする。

指名停止措置要領別表第１

措 置 要 件 期 間

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であっ 当該認定をした日から

たため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合にお ２週間以上 ２ヶ月以内

いて、当該事故が重大であると認められるとき。

＜問い合わせ先＞

国土交通省 四国地方整備局

高松市サンポート３－３３ TEL ０８７－８５１－８０６１（代）

（定時以降は ０８７－８１１－８３０３）

○総務部契約課長 入 江 正 利 （内線２５１１）

総務部経理調達課長 兼 井 政 勝 （内線６３１１）

○総務部契約課長補佐 髙 﨑 勝 行 （内線２５１２）


